
 

 

 

 

 

【12月の主催講座】 

＜だしソムリエによるおいしいだし講座＞ 

 五福細工町通沿いにお店を構える松魚村平さんからだしソム 

リエをお迎えして、おいしいおだしの講座を行います。寒い日 

にあったか～い日本の味で体を温めて、お正月にぴったりの味 

を家庭で作ってみませんか。 

 日時：12月 10日(金)11:30～13:30             申込 QR ｺｰﾄﾞ 

 場所：五福公民館 4階調理実習室 

 費用：1000円(材料費) 対象：どなたでも 定員：6人(抽選) 

 申込方法：裏面下部をごらんください。 申込期限：12月 5日(日)(必着) 

 

＜ごふくおしゃべりルーム(12月・どなたでも)＞ 

 人気のおしゃべりルーム。感染予防対策をしたお部屋で楽しくおしゃべりしま

せんか。 

 日時：12月 17日（金） 9:30～11:30 

 場所：五福公民館 4階 第 2会議室 

 定員：12人(先着) 募集開始：12月 5日(日)から(先着) 

 応募方法：電話のみ(096-359-0500) 

 

＜ごふくおしゃべりルーム(12月・赤ちゃんを連れた方)＞ 

子育て中の保護者向けのおしゃべりルームです。児童室で行います

が、託児はありません。 

 日時：12月 24日（金） 9:30～11:30 

 場所：五福公民館 1階 児童室 

 定員：4組(先着) 募集開始：12月 5日(日)から(先着) 

 応募方法：電話のみ(096-359-0500) 
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＜主催講座のお申し込みについて＞ 

 

 

 

〈往復はがきによるお申込み〉 

 

 

 

 

 

 

 

〈窓口でのお申込み〉 ○応募者 1人につきハガキ 1枚持参ください。 

〈ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによるお申込み〉五福公民館の HP、QR ｺｰﾄﾞ(それぞれ講座に掲載しています。)  

 

63  （往信）
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〒860-0041 

熊本市中央区 

細工町２－２５ 

 

五福公民館宛 

 

（往信）裏 

１ 講座名 

２ 住所 

３ 氏名 

４ 年代（学年） 

５ 小学校区 

６ 電話番号 

63  （返信）

表 

ご自分の 

〒 

住所 

氏名 

（返信）裏 

 

何も書かないで 

ください。 

ハガキの切手代が 62円から

63円に変更になりました。 

連絡がつきやすいように 

携帯電話をお持ちの方は、 

ご自宅の電話とあわせて 

携帯番号もお願いします。 

 

○応募者 1人につきハガキ 1枚。締切日必着です。 

        12月の行事カレンダー          
日  行   事 

1 水 月初日受付(2月まで) 

2 木  

3 金  

4 土  

5 日 
世界に一つだけのキラキラクリスマスノ

ードーム（熊大メイクフレンズ企画） 

6 月 休館日 

7 火  

8 水  

9 木  

10 金 
主催講座「だしソムリエによるおいしいだ

し講座」 

11 土  

12 日  

13 月 休館日 

14 火 児童室休室日 

15 水  

16 木  

17 金 
主催講座「ごふくおしゃべりルーム（どな

たでも）」 

18 土  

19 日  

20 月 休館日 

21 火  

22 水 主催講座「ごふく読書ルーム」 

23 木 図書室休室日 

24 金 
主催講座「ごふくおしゃべりルーム（赤ち

ゃんと一緒）」 

25 土  

26 日  

27 月 休館日 

28 火  

29 水 休館日 

30 木 休館日 

31 金 休館日 

※行事は変更になることがあります。 

＜主催講座のお知らせ 2＞ 

ごふく読書ルーム(12月)12月22日(水)9:30～ 

読書ルームは、好きな本を感染防止対策した空

間でゆっくり読めます。図書室に行き来して、多読

を楽しむこともできます。デジタル図書が苦手な

方には、使い方もお知らせします。お気軽にお越し

ください。申込は電話で。(12月 5日開始) 

 

 

 

 

 

 

国際連合は、昭和 23 年 12 月 10 日に世界人権

宣言を採択し、昭和 25 年には、 

世界人権宣言が採択された日である 12 月 10 日

を「人権デー」と定めました。 

 昭和 24 年以降、毎年「人権週間」を中心に各

地でさまざまな啓発活動が行われており、本市で

は今年も人権啓発作品の表彰や作品展示などのイ

ベントを実施します。 

 


